
ハウスプラス住宅保証株式会社

特別評価方法認定申請の手続きについて（特認）
ハウスプラス住宅保証株式会社では、試験(審査)をさせて頂いた案件に関して認定申請に必要な書類を作成し、国土交通省住宅局住宅生産課に提出、認定を受領するまでのお手続きをお手伝いさせて頂きます。

１及び２の書類をご用意頂き、５までご郵送ください。
１．認定申請に必要な書類

（１）委任状　１部
（２）特別評価方法認定申請書　１部
注)１申請毎に各１部ずつご用意ください

試験申請書と同一の申請者としてください

日付欄のご記入は不要です 空白のままお送りください

認定申請書に収入印紙は貼らないでください

２．認定に係る手数料

１申請毎に所定の申請手数料(収入印紙など)をご用意願います。

３．申請した旨のご連絡

申請書類を国土交通省に提出次第、その旨をFAXまたはメール等でご連絡致します。

４．認定書の受渡し（当社へ認定書の受領まで委任された場合）

国土交通省の事務手続きが終了次第、認定書をお渡しできる日時を、FAXまたはメール等をもってご連絡申し上げます。

５．送付先・連絡先

ハウスプラス住宅保証株式会社　審査部　評定室
〒105-0022　東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー18階（受付17階）MAIL：m-hyoutei@houseplus.co.jp

FAX：03-5427-3186
委　　任　　状

　私は、登録試験機関であるハウスプラス住宅保証株式会社に、下記の事項を委任します。

記

1． 国土交通大臣が行う構造方法に応じて評価する特別評価方法認定に係わる事務の件

件　名：｢せっこうボード及びねじを用いた準耐力壁の構造方法に応じて評価する方法｣
備　考：住宅の品質確保の促進等に関する法律の法第59条第2項に規定する証明書

HP試－１５－００１号
□　申請書類の提出のみ

■　申請書類の提出から認定書の受領まで

　上記について、委任します。

　　　　　　　年　　月　　日

住所

社名　＊申請者名でご記入下さい
代表者　　　　　　　　　　　　
第五十九号様式（第七十八条関係）

特別評価方法認定申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

国土交通大臣　金子　恭之　様
 MACROBUTTON EmptyMacro [申請者の名称] 　　　　　　　　　

 MACROBUTTON EmptyMacro [代表者の氏名] 　　　　　　　　　　　
住宅の品質確保の促進等に関する法律第58条第1項の規定による特別評価方法認定を受けたいので、次のとおり申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

記

1． 認定を受けようとする特別評価方法の名称

せっこうボード及びねじを用いた準耐力壁の構造方法に応じて評価する方法

2． 認定を受けたい特別評価方法を用いて評価されるべき性能表示事項

　　　　　　　　１－１　耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

3． 備考

１）住宅の品質確保の促進等に関する法律の法第59条第2項に規定する証明書

HP試－１５－００１号

記載例

第五十九号様式（第七十八条関係）

特別評価方法認定申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

国土交通大臣　金子　恭之　　様
ハウスプラス建設株式会社　　　

代表取締役社長　ハウスプラス　太郎　


住宅の品質確保の促進等に関する法律第58条第1項の規定による特別評価方法認定を受けたいので、次のとおり申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

記

1． 認定を受けようとする特別評価方法の名称

せっこうボード及びねじを用いた準耐力壁の構造方法に応じて評価する方法

2． 認定を受けたい特別評価方法を用いて評価されるべき性能表示事項

　　　　　　　　１－１　耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）

3． 備考

１）住宅の品質確保の促進等に関する法律の法第59条第2項に規定する証明書

HP試－１５－００１号

収入印紙は


貼らずにご持参ください





日付は記入しないでください





御社名、代表者様の役職名および氏名を記載してください








